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小学校・中学校・高等学校の体育授業において見学者になる理由

緒言
体育授業において、何らかの理由によって、見学

という対応がとられる場合がある。体育授業の見学
者は、主たる授業内容（実技）への参加を妨げる何
らかの困難さを抱える者と考えることができる1）。
それゆえ、体育の授業者には、見学者に対して合理
的な対応をすることが期待される。しかしながら、
現時点では、体育授業の見学者の実態に関する知見
は極めて限定的であり、まずは体育授業における見
学者の実態を捉える段階にある。

岩沼・長見2）によると、体育授業の見学理由には
大きく３つあり、身体的理由（身体の状態に関する
理由）、管理的理由（ルール、忘れ物等に関する理
由）、精神的理由（意欲に関する理由）であるとい
う。その報告では、見学は身体的理由が最も多く約
７～９割、管理的理由が約１～３割、精神的理由が
約１～２割と示されている。それらの３点の見学理
由について、より詳細に調べることは、見学者への
教育的配慮を検討する上で有益な情報になると考え
られる。そこで本研究では、大学生が小学校から高
等学校までの体育授業で経験した、見学時の理由の
詳細について明らかにすることを目的とした。

方法
本研究では、大学３、４年生（東京近郊にある４

年 制 大 学 ） を 対 象 と し、webフ ォ ー ム（Google 
form）を用いた質問調査（同意の確認項目も含む）

を行った。2,357名に調査を依頼し、有効回答は287
名であった。本研究で用いたデータは、筆者が過去
に行った調査の一部から得られたものであり、岩
沼・長見2）で未発表部分であった見学時の身体的理
由、管理的理由、精神的理由のそれぞれの詳細に関
する調査項目（記述式）とした。調査項目の詳細に
ついては岩沼・長見2）に掲載されている付録を参照
されたい。なお、本研究は帝京科学大学 人を対象
とする研究に関する倫理審査委員会の承認（承認番
号　21A031）を得た上で、調査を実施した。

見学理由の詳細については、個別の回答からサブ
カテゴリに分類した。さらに、サブカテゴリからカ
テゴリの分類について検討を行った。この分類作業
は、体育学を専門とする研究者がKJ法を用いて
行った。カテゴリ、サブカテゴリに分類後、それぞ
れで回答件数を集計した。

各調査項目は、校種別および性別にまとめた。サ
ブカテゴリ毎の回答が少数であったことから、統計
処理を行わず検討することとした。

結果
身体的理由の詳細は表１に示した。整形外科的疾

患が最も多く169件、次いで月経関連が99件、内科
的疾患が67件となった。月経関連について校種別
で見てみると、中学校時が59件と最も多く、小学
校時が17件、高等学校時が22件であった。

管理的理由の詳細は表２に示した。体育着の忘れ
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物（25件）や水着の忘れ物（24件）が多かった。
それ以外には、帽子・ハチマキ、提出シート（体調
確認票）等の忘れ物が見受けられた。水泳関連の忘
れ物は管理的理由の約５割を占めていた。

精神的理由の詳細は表３に示した。「嫌い」と
「意欲低下」で６割超が占められた。また、精神的
理由の中で水泳関連のみを抽出すると12件となり、
精神的理由（58件）の約２割を占めていた（表４）。

考察
（１）身体的理由について

身体的理由は校種・性別問わず見学理由の大半を
占める2）。その中でも、整形外科的疾患は内科的疾
患より顕著に多かった（表１）。また、整形外科的
疾患のおよそ７割は怪我（詳細不明）、骨折、捻挫
によるものであった（表１）。整形外科的疾患の場
合、主たる授業内容（実技）に参加することが難し
いが、体育授業が行われる教場にいることは可能な
ため、見学という過ごし方が選択される。一方、内
科的疾患では、身体全体の安静が必要である場合
や、他者への感染が心配される場合もあるため、教
場にいること自体が難しいことが予想される。すな
わち、体育授業における見学には、教場（グラウン
ド、体育館、プール等）にいることができるか否か
が関与すると考えられる。

月経や月経随伴症状（性周期に伴う心身の不調）
は生物学的女性において特有のものであるが、それ
らを理由とした見学は、特に中学校において多かっ
た（表１）。初潮は平均12.3歳3）に起こるとされ、
初潮から数年間は月経周期が不安定である4）と言わ
れている。また、その時期は、月経の経験が少ない
ことからくる、自身の中でのとまどいや対応に不慣
れなこともあると予想される。すなわち、初潮から
数年間という時期は中学校の時期と重なる者が多
く、結果として、月経や月経随伴症状を理由とした
見学は中学校で多くなったと考えられる。

身体的理由の場合には「やりたいが行えない」と
いう者が多い2）。整形外科的疾患の場合、安静や固
定をすべき身体部位があるものの、動かせる身体部
位を動かすことで体育授業への参加が可能になる。
また、月経や月経随伴症状は個人差が大きい5）こと
から、個々の状態や意思によっては体育授業への参
加が可能な場合もある。実技への参加が難しい場合
であっても、授業の補助活動やグループワーク等で
授業へ関わることができる。また、松田6）は、ICT
の活用によって、保健室等の別室からチームの仲間

を分析したり、授業のポイントをまとめたりするこ
とができ、主体的な参加につながった、という事例
を紹介している。すなわち、可能な身体機能の範囲
での参加および参加方法を検討することで、児童生
徒の「やりたい」という気持ちを尊重した教育的配
慮ができると考えられる。

（２）管理的理由について
管理的理由はすべて忘れ物が理由であったが、そ

の中でも、校種・性別問わず、体育着の忘れ物が多
かった（表２）。管理的理由による見学は、小学校が
中学校、高等学校と比べて有意に多い2）。制服指定の
小学校は約２割7）であり、中学校、高等学校（９割
超8, 9））と比べて少ないことから、小学校の多くは通
学時の服装の選択を児童およびその保護者に委ねて
いる。しかしながら、小学校において体育着の忘れ
物による見学が生じているということは、他の科目に
はない、体育授業特有の管理（服装の指定）が行わ
れていることを意味する。一方で、岩沼1）は、体育
授業時に服装の指定をしない地域が存在することも
報告している。正課外でのスポーツ活動に目を向ける
と、公園などでスポーツウエア以外の服装でスポーツ
をする人たちの姿が見受けられる。なぜ、体育授業
においては指定する体育着を着用しなければならな
いのか、その意義について再考する必要がある。

忘れ物の内訳は、「体育着」、「靴」、「水着」、「帽
子・ハチマキ」、「関連用具」、「提出シート（体調確
認票、学習カード等）」であった（表２）。例えば、
体育館で実技を行う場合には通学などに用いる屋外
用の靴ではなく、屋内用の靴が必要である。また、
水泳の授業では、水着を着用する必要がある。これ
らは体育授業の主たる活動（実技）で必要な物と言
える。一方で、用具にもよるが、他の教科における
忘れ物対応と同様に、学校にある予備等を貸し出す
ことで実技に参加することが可能になるものもある
だろう。また、帽子・ハチマキや提出シートは、実
技に参加するために無ければならない必須の物とい
えるのか疑問である。提出シートに含まれる体調確
認票は、安全管理上として必要であることは自明の
理であるが、近年の学校現場では自宅からオンライ
ンで提出する方法も利用されるようになってきてお
り、ICTの活用によって解決されるのではないだろ
うか。すなわち、忘れ物を理由として体育授業にお
ける実技に参加することを断ることは、果たして忘
れ物に対する対応として妥当であるのかを改めて考
えると同時に、別の方法や工夫によって実技への参
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小学校・中学校・高等学校の体育授業において見学者になる理由

加を可能にできるのかを考えることが望まれる。そ
うすることで、忘れ物を理由とする見学は少なくな
ると考えられる。

（３）精神的理由について
精神的理由による見学の内訳は、「嫌い」と「意

欲低下」で６割超が占められた（表３）。表３のサ
ブカテゴリや詳細を見てみると、体育授業における
内容（取り扱うスポーツ）や学習環境に関する課題
が窺えた。精神的理由による見学では「やりたくな
くて行わない」ということを意味する2）。「やりた
くない」背景は児童生徒それぞれで異なるものの、
児童生徒に「やってみたい」と思わせるような体育
授業づくりが求められていると言えよう。

水泳に関わる精神的理由は、精神的理由の約２割
も占めた（表４）。サブカテゴリにある「学習環境
が嫌い」はプール環境（特に屋外）を意味する。近
年では、学校のプールは老朽化や維持費の問題か
ら、近隣の民間プール施設を利用する学校が現れて
きている10, 11）。専用施設であるため、プールの清潔
さはもちろんのこと、屋内の場合には水温・室温両
方の温度管理もできている。また、水泳が「嫌い」

「苦手」「怖い」については、水泳の授業づくりの課
題でもある。民間プール施設の指導者が水泳の授業
を担当することもあり10）、授業内容の充実にも寄与
することが期待される。民間プール施設およびその
指導者の活用は、水泳授業における精神的理由によ
る見学を減らすことにつながると推察される。

（４）本研究の限界について
本研究は、大学生を対象にし、小学校・中学校・

高等学校での体育授業をふりかえってもらい得られ
た結果である。体育授業時の服装に関しては地域差
がある1）ため、地域によって見学理由（特に管理的
理由）に差が生じるのか検証が必要である。加えて
特別支援学校については本研究では明らかにできて
いない。緒言でも述べたように、現状では本研究は
体育授業の全体像を捉えるための予備的研究と位置
づけている。今後は、現役の児童生徒や教員を対象
に、これまでの研究の知見を検証しながら、体育授
業における見学の実態を明らかにしていくことを課
題としたい。

まとめ
本研究では、大学生が小学校・中学校・高等学校

それぞれで経験した見学について、見学理由の詳細

について検討した。その結果、①身体的理由では整
形外科的疾患が内科的疾患より多いため、可能な身
体機能の範囲で授業に参加できる可能性があるこ
と、②管理的理由では忘れ物が理由であったが、忘
れ物に対する妥当な対応を検討する必要があるこ
と、③精神的理由では「嫌い」「意欲低下」がその
６割を占め、授業づくりや環境整備に課題があるこ
と、が示された。
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